
第二期　長野市中心市街地活性化基本計画の変更事業一覧表及び位置図

番号 事業名（担当課名） 事業概要 変更内容 変更理由 支援措置名 目標

①
長野駅善光寺口顔づくり
事業

（都市計画課）　　資料２

基本計画及び整備計画の策
定、ペデストリアンデッキを
含めた善光寺口駅前広場（A≒
6,800㎡）の整備、歩道のバリ
アフリー化

実施期間の変更
　完了年度　26年度→30年度
補助対象事業の追加
長野大通り線エスカレーター整備
長野大通り線エレベーター整備

善光寺口駅前広場の利便性及び安全性の
向上のため、補助対象事業を追加し、実
施期間を延長するもの。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（善光寺表参道地区））

③
（②）

②
市道長野大通り線歩道
整備事業

（道路課）

歩道の無散水消雪施設整備
L=1,300m　W=3.0～3.5m

実施期間の変更
　完了年度　26年度→28年度

整備延長の修正　1,246m→1,300m

並行して実施される上水道更新工事及び
隣接する市街地再開発事業との工程調整
の結果、実施期間を延長するもの。
支援措置との整合を図るため、整備延長
を修正するもの。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（善光寺表参道地区））

③

③
市道長野西203号線外４線
整備事業

（道路課）

アスファルト舗装道路を石畳
風舗装に整備
L=440m、W=1.7～4.0m

実施期間の変更
　完了年度　26年度→28年度

計画路線に隣接する民間事業の遅れか
ら、事業に遅れが生じているため、実施
期間を延長するもの。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（善光寺表参道地区））

③

④
権堂地区市民交流施設
整備事業

（市街地整備課）　資料３

多様な市民の活動を促進する
ための交流の場及びうるおい
をもたらす憩いの場としての
空間及び広場の整備
（市民ギャラリー等、市民交
流空間及び市民交流広場）

実施期間の変更
　完了年度　26年度→28年度

同一区域で施行した市街地再開発事業の
遅れから、実施期間を延長するもの。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（善光寺表参道地区））

③

⑤

歩行者用公共案内標識
計画検討事業

（まちづくり推進課）
　　　　　　　　　資料４

歩行者用公共サインガイドラ
イン及び実施計画策定並びに
案内標識の整備（64基）

実施期間の変更
　完了年度　26年度→28年度

設置箇所及びデザイン等の変更に時間を
要したため、実施期間を延長するもの。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（善光寺表参道地区））

③
（①）

⑥
長野駅周辺
第二土地区画整理事業

（駅周辺整備局）　資料５

面積：58.2haのうち都市計画
道路４路線の整備、近隣公園
等の整備

支援措置の変更及び追加

事業内容の追記
近隣公園（A=8,810㎡）
多目的広場（A=4,290㎡）
せせらぎ歩道（L=536m）
街区公園（３号:2,100㎡）

目標の追加
目標③歩きたくなるまち
　　　　　↓
目標③歩きたくなるまち
（目標②住みたくなるまち）

関係機関との協議により、支援措置を変
更するもの。
社会資本整備総合交付金
　（都市再生整備計画事業（長野駅周辺
　　地区）と一体の関連社会資本整備事
　　業）
　　　　　　　　　↓
　（都市再生整備計画事業（長野駅周辺
　　地区））
　（都市再生区画整理事業）
　（道路事業（区画））
支援措置との整合を図るため、近隣公園
等整備の具体的な内容を追記するもの。
多機能で魅力ある居住環境を整備するた
め、目標を追加するもの。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（長野駅周辺地区））
社会資本整備総合交付金
（都市再生区画整理事
業）
社会資本整備総合交付金
（道路事業（区画））

③
（②）

⑦
市道長野西155号線
整備事業

（道路課）

アスファルト舗装の道路を石
畳風舗装に整備
L=200m　W=5.0m

新規事業（28年度～29年度）
事業計画がまとまり、H28年度から事業を
開始するため、追加するもの。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（善光寺表参道地区））

③

⑧
セントラルスクゥエア
整備事業

（市街地整備課）

整備済みのポケットパークを
含めた、憩いやうるおいの場
の創造と賑わいの創出のため
の施設整備（面積　4,700㎡）

実施期間の変更
　完了年度　26年度→28年度

「県庁緑町線沿線地区計画調査事業」と
一体で整備方針等を検討するため、実施
期間を延長するもの。

②
（③）

⑨
後町小学校跡地活用
整備事業

（企画課）　　    資料６

閉校後の跡地を、学生と地域
住民の交流による新たなコ
ミュニティの形成の促進を図
るための施設として整備

実施期間の変更
　完了年度　26年度→29年度
事業内容の変更（整備予定施設
等）
　教育寮、地域貢献型施設、外構
　多目的ホール
実施主体の追加
　長野県
６章への追加
　居住環境の向上事業

施設整備方針によるスケジュール、事業
内容等の決定を受け、実施期間を延長
し、施設整備の具体的な内容を変更し、
実施主体を追加するもの。

教育寮としての利用の方針の決定を受
け、６章への追加をするもの。

②
（③）

⑩

中心市街地
遊休不動産活用事業

（まちづくり推進課）
　　　　　　　　　資料７

多様な主体が参画しての研
究、研修等による、リノベー
ションの担い手育成及び遊休
不動産の利活用の推進
（実施予定区域 中心市街地の
区域 200ha）

新規事業（27年度～29年度）
事業計画がまとまり、H27年度から事業を
開始するため、追加するもの。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（善光寺表参道地区））

③
（②）

⑪
権堂地区
にぎわい滞留空間整備事業

（まちづくり推進課）

滞留空間の整備、周辺道路、
小路の整備

実施期間等の変更
　完了年度　28年度→29年度

近隣で予定されている区画整理事業等と
の整合を図るため、実施期間を延長する
もの。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（善光寺表参道地区））

③

⑫
南石堂町人文化会館
設置事業

（産業政策課）

商店街団体が、3階建の空き店
舗を賃借、改修し事業を運営

削除
新規事業の「中心市街地遊休不動産活用
事業」の中で事業化の検討を図るため、
事業を削除するもの。

③
（④）

⑬

善光寺門前
オープンカフェ運営事業

（まちづくり推進課）
　　　　　　　　　資料８

道路占用許可の特例制度を活
用し、オープンカフェ等を設
置・運営（W＝1.25m～2m）

新規事業（27年度～）
事前協議がまとまり、H27年度から占用を
開始するため、事業を追加するもの。

③

　※　目標①　訪れたくなるまち　／　目標②　住みたくなるまち　／　目標③　歩きたくなるまち　／　目標④　参加したくなるまち

資料 １ 
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